
服装・身だしなみなどの約束 
 

厚南中学校の生徒として、品位のある身だしなみを心がける。 

 

制 服 

【学生服】 

全国標準型学生服 

※袖ボタンは、２つのもの。 

（夏服は白の半袖のカッターシャツ、開襟シャツとする） 

学生ズボン（ノータックのもの） 

【セーラー服】 

学校指定のセーラー服・スカート・ネクタイ 

※スカート丈はひざ頭程度とする。 

名 札 胸章をつける ※学年色のフェルト、名札、校章、委員章をつける。 

頭 髪 

中学生らしい清潔でさわやかな髪型 

※時、場所、場合をよく考える。 

※特殊な調髪（極端な刈り込み等）をしない。 

※肩にかかったら黒・紺・茶色のゴムで結ぶ。 

※黒のヘアピン、スリーピンは可 

※編み込みは禁止 

制服の下に

着るもの 

カッターシャツ、Ｔシャツ、体操服、セーター、トレーナー、ポロシャツなど 

※パーカーは不可 

※授業は原則として制服で受ける。 

靴 下 

白色、黒色、紺色の靴下 

※ワンポイント等は可 

※式典時は白色で統一する。 

靴 

白色、黒色、紺色の運動靴 

※メーカーのロゴやラインなどの色や形は制限しない。 

※ハイカットや革製品のシューズは認めない。 

かばん 自由とする。 

上履き 白色を基調とし、ゴムの部分の色は特に規定はない。 

ベルト 
黒一色のもの。 

※学生ズボンの場合は、必ず着用 

防寒着 

防寒の目的を果たし華美でないものを着用 

※手袋、マフラー、ネックウォーマーは可（校舎内で着用しない） 

※セーラー服の上に着るカーディガンは黒、紺の毛糸のものを着用 

※タイツ等は黒またはベージュ系で防寒を目的としたものを着用 

雨 具 雨具としての機能を果たし、華美でないもの 

 


